
大和市告示第６８号 

大和市認知症カフェ運営費補助金交付要綱を次のように定める。 

平成２９年３月３０日 

                      大和市長 大 木  哲   

 

大和市認知症カフェ運営費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、認知症カフェを運営する者に対し、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第

１１５条の４５第２項第６号に規定する地域支援事業の一環として、予算の範囲内において運営費

の一部を補助することについて、大和市補助金交付規則（昭和４２年大和市規則第２１号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 認知症カフェ 認知症の人及びその家族が、地域の人、専門家等と相互に情報を共有し、お互

いを理解し合う場をいう。 

(2) 市民ボランティア 認知症キャラバン・メイト、認知症サポーター及び一般市民をいう。 

（補助対象） 

第３条 補助の対象となる者は、次に掲げる条件を満たすものとする。 

(1) １年以上継続して認知症カフェを運営する意思及び能力を有すると認められること。 

(2) 市内に主たる活動拠点を有すること。 

(3) 政治又は宗教的活動を行うことを目的としていないこと。 

(4) 活動内容が公の秩序又は善良の風俗に反するものではないこと。 

(5) 本市の市税等に滞納がないこと（滞納があっても既に分割等で納付履行中又は分割納付誓約書

を提出した場合を含む。）。 

（補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、認知症カフェの運営であって、

次に掲げる条件に該当するものとする。 

(1) 市内に１０人以上が活動できる屋内の拠点を設けること。 

(2) 年６回以上開催し、1回当たりの開催時間は２時間程度とすること。 

(3) ３人以上の従事者を確保すること。 

(4) 前号の従事者のうち、認知症の人及びその家族からの相談に対応できる人員（医師、看護師、



保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、作業療法士、介護支援専門員等の資格を有し、かつ、相

談業務に従事した経験のある者）を１人以上配置すること。 

(5) 営利を目的とするものでないこと。ただし、利用者から工作代等として低廉な価格を徴収する

ことができるものとする。 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は、別表第１に掲

げるとおりとする。 

（補助金交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、規則第４条に規定する書

類に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

(1) 申請団体等の会則、規則等（申請者が個人の場合を除く。） 

(2) 申請団体等の概要がわかる書類（申請者が個人の場合を除く。） 

(3) 運営経費計画書 

(4) 前３号のほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の交付） 

第７条 補助金は、規則第６条第１項に規定する補助金交付決定通知書に基づく正当な請求書を受理

した日から３０日以内に概算払いで交付するものとし、規則第１０条の規定による実績報告に基づ

き清算する。 

（書類の整備等） 

第８条 前条の規定による補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業に

係る帳簿類及び証拠書類を整備し、当該補助対象事業が終了した会計年度の翌年度から５年間保存

しなければならない。 

（実施状況等の報告） 

第９条 補助事業者は、実施状況報告書その他市長が必要と認める書類を、事業実施月の翌月１０日

までに市長に提出しなければならない。 

２ 当該年度において補助金の交付を受け、４月１日から９月３０日までの間に事業を実施した申請

者は、当該実施期間に係る運営経費収支報告書その他市長が必要と認める書類を、１０月１０日ま

でに市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第１０条 申請者は、規則第１０条に規定する書類を、補助事業の終了後速やかに市長に提出しなけ

ればならない。 



（様式） 

第１１条 この要綱で使用する様式は、別表第２に掲げるとおりとし、その内容は別に定める。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

  



別表第１（第５条関係） 

区分 補助対象経費 補助金の額 

運営経費 食糧費、消耗品費、使用料、備品購

入費その他事業の実施に直接必要な

経費として市長が必要と認めたもの 

９６，０００円、事業の実施回数に

８，０００円を乗じて得た額又は補

助対象経費に係る実支出額から事業

に係る収入額を控除して得た額のう

ち最も低い額 

備考 

１ 補助金の対象となる認知症カフェは、補助対象団体１団体あたり１か所とする。 

２ 補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

  



別表第２（第１１条関係） 

様式番号 様式の名称 関係条文 

第１号様式 運営経費計画書 第６条 

第２号様式 実施状況報告書 第９条 

第３号様式 運営経費収支報告書 第９条 

 

 


